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文化祭等における食品の取扱い等について（通知） 

 

 令和５年６月１４日付け食品安第１２４号で食品安全課長から、標記について別添の

とおり通知がありました。 

 文化祭等における食品の取扱いについては、平成２０年１月２１日付け教保体第１２

５３－１号「文化祭等における食品の取扱いについて」を踏まえ、御対応いただいてい

るところです。 

 文化祭等においては、日ごろ食品を取り扱わない児童生徒が、不特定多数の者に対し

て、調理した食品を提供したり仕入れた食品を販売したりすることから、食品に関する

事故を未然に防ぐため、食品の取扱い、食品取扱者、食品取扱設備等について、実態に

応じた体制整備に取組むことが重要です。 

 つきましては、別添通知に基づき、臨時出店届の所管保健所への提出や、保健所の指

導のもと、文化祭等おける食品の取扱いや衛生管理について対応するようお願いしま

す。 

 さいたま市、川越市、越谷市及び川口市に所在する県立学校においては、別添通知と

併せ、所管の保健所が示す取扱要項等を確認し、文化祭等における食品の取扱い等につ

いて留意するようお願いします。 

 なお、本通知の施行に伴い、下記通知は廃止します。 

 

記 

 

平成２０年１月２１日付け教保体第１２５３－１号「文化祭等における食品の取扱いに

ついて」 

 

担 当：県立学校部 保健体育課 

健康教育・学校安全担当 龍野 

電 話：048-830-6963 

E-mai l：a6960-02@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a6960-02@pref.saitama.lg.jp


食 品 安 第 １ ２ ４ 号 

令和５年６月１４日 

 

 教育局県立学校部保健体育課長 様 

 

 

食 品 安 全 課 長 

 

 

行事に伴う食品の臨時出店に係る取扱要領の改正について（通知） 

 

  

 このたび、「行事に伴う食品の臨時出店に係る取扱要領」が改正され、学園祭、

バザー、夏祭り等の行事において一時的に食品を提供する場合の「臨時出店届」

の提出についての要件等が新たに定められました。 

 つきましては、別添のリーフレットを参考に貴課及び所管する県立学校等へ

の周知にご協力くださるようお願いいたします。 

 なお、主な改正内容等については下記のとおりです。 

 

 

記 

 

１ 臨時出店の範囲 

  次の（１）に該当する行事において（２）に該当する者による出店を臨時出

店として取り扱うものとした。 

（１）行事 

食品の提供による営利を主目的としない祭礼及び催事（対象となる行事を

例示として列挙） 

（２）出店者 

次の３つの要件をすべて満たす者 

 ア 出店日数が年間８日以内 

 イ 出店する行事が年間４行事以内 

 ウ １行事における出店が３日以内 

 

２ 臨時出店届の対象の変更 

  行事の主催者又は出店者が届け出るものとしていたが、改正後は行事の主

催者が提出するものとした。 
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３ 臨時出店届の様式の変更 

  １及び２の変更等に伴い、様式を変更した。 

 

４ 施行日 

  令和５年４月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 担 当：食品保健・監視担当 曾田 

                 ＴＥＬ：０４８－８３０－３６０８ 

                 ＦＡＸ：０４８－８３０－４８０７ 

 



行事に伴う食品の臨時出店に係る取扱要領 

第一 目的 

 この要領は、食品の臨時出店（学園祭、夏祭り、バザー等の行事の開催に伴い不特定又は

多数の者を対象に食品を提供するものであって、食品衛生法第五十五条に基づく営業の許

可を要しないものをいう。以下同じ。）に対する食品衛生上必要な指導等について定め、飲

食に起因する衛生上の危害の発生を防止することを目的とする。 

 

第二 臨時出店の取扱い 

 次の（１）の行事において、（２）の要件を満たす出店者による食品の調理及び提供は臨

時出店として取り扱う。 

（１）食品の提供による営利を主目的としない、次に例示されるような一時的に開催される

祭礼、催事 

  ア 社寺の縁日、祭礼 

  イ 住民祭 

  ウ 花見、花火大会 

  エ 学校祭、福祉バザー、病院祭 

  オ スポーツ大会 

  カ 農業祭、商工祭、畜産振興会等 

  キ その他、地域振興、住民交流を目的とするこれらに類する行事 

（２）次のすべての要件を満たす出店者 

  ア 出店が年間８日以内かつ年間４行事以内 

  イ 同一行事における出店が３日以内 

 

第三 臨時出店を行う者の届出等 

 保健所は、第二（１）に掲げる行事を行う者等から食品の取扱いについて相談等を受けた

場合は次のとおり対応すること。  

（１）各出店者が第二（２）の要件に該当することを確認すること。 

（２）要件に該当する場合は、別紙様式による届出の提出を依頼すること。 

   なお、食中毒等の事故発生時に速やかな対応が取れるよう行事名称、主催者の氏名及

び連絡先の明記を依頼するとともに、当該届出を受理した担当職員は当該事項が記載

されていることを確認すること。 

（３）要件に該当せず、かつ営業に該当する出店者については食品衛生法に基づく営業許可

の取得を指導すること。 

（４）届出者に対し、食品衛生上必要な指導を行うこと。また、別紙の「臨時出店における

注意事項」を活用し、臨時出店に従事する者に周知徹底するよう指示すること。 



 

第四 指導及び助言 

１ 臨時出店において製造、加工又は調理できる食品は、衛生上原則別表に掲げるものとし

ており、必要な場合には次の事項について保健所から指導する。 

（１）生もの（刺身等）を含まないものであること。 

（２）臨時出店する場所において、原材料の下処理及び仕込み等を行わないものであること。 

   なお、原材料の下処理及び仕込み等を行う場合は、営業許可を受けた施設又は清潔な

調理・加工施設で行い、かつ、臨時出店における調理直前まで温度管理がなされたもの

であること。 

（３）客への提供直前に加熱工程を有するものであること。ただし、かき氷、果実チョコ等

のいわゆるトッピング行為はこの限りでない。 

（４）使用する氷は水道事業等により供給される水又は飲用に適する水（原則として水道水

とする。以下同じ。）を用いて製氷されたものであること。 

２ 出店者の中で別表に掲げる食品以外を製造・加工又は調理する場合、保健所はその工程

をよく聴取し、衛生上支障がないよう助言する。 

３ 出店者は、臨時出店において単に食品を仕入れて盛り付け等調理行為を行わず提供す

る場合にあっては、次の事項に留意する。 

（１）食品衛生法第五十五条に基づく許可を受けた、又は第五十七条に基づく届出をした施

設で製造されたものであること。 

 ※ 食品衛生法第五十五条 

   公衆衛生に与える影響が著しいものとして政令で定められた営業を営もうとする者

は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

   食品衛生法第五十七条 

   食品衛生法第五十五条の許可を要する営業及び公衆衛生に与える影響が少ないとし

て政令で定められた営業等を除き、営業を営もうとする者は都道府県知事に届け出な

ければならない。 

（２）衛生上支障がない場合を除き、容器包装に入れられたものであること。 

（３）適正な表示がされているものであること。 

（４）表示されている賞味期限、保存方法等を遵守できるものであること。 

４ 臨時出店の届出を行った者が公衆衛生上講ずべき措置は次のとおりとする。 

（１）臨時出店場所及びその周辺は、衛生上支障のないように維持すること。 

（２）調理する場合は近くに手洗い設備を設け、手洗い設備には手指等の消毒液等を備え、

常に使用できる状態にしておくこと。 

（３）使用水は水道事業等により供給される水又は飲用に適する水であること。 

（４）廃棄物及び排水の処理は適切に行うこと。 

（５）食品及び器具又は容器包装は、常に衛生的に取扱うこと。 



（６）食品の保管は、当該食品に適した状態及び方法で行うこと。 

（７）食品の前日調理は行わないこと。 

（８）食品を取り扱う者は、清潔な衣類を着用すること。 

（９）食品を取り扱う者は、爪を短く切り、食品を取扱う前及び用便後には手指等の洗浄及

び消毒を行うこと。 

（10）食品を取り扱う者は、健康状態の把握に十分留意すること。また、事前に検便を実施

することが望ましいこと。 

（11）食品を取り扱う者が飲食物を介して感染するおそれのある疾病にかかったとき、又は

その疾病の病原体を保有していることが判明したとき、若しくはその疾病にかかって

いることが疑われる症状を有するときは、食品等に直接接触する作業をしないこと。 

５ 臨時出店の施設及び設備等について、出店者は食品衛生法施行細則第五条に定める飲

食店営業等の営業施設の基準を参考とし、保健所は同基準をもとに指導・助言を行う。 

 ※ 食品衛生法施行細則第五条 

   知事の認める特定の食品のみを調理する条件を付された営業に係る営業施設の基準 

 

附 則 

この要領は、平成二十一年五月一日から施行する。 

この要領は、令和五年四月一日から施行する。 

  



別表 

分類 食品の名称（例） 

煮物類 おでん、煮込み、汁物、玉こんにゃく 

焼き物類 肉類の焼き物、魚介類の焼き物、焼き餅、野菜類の焼き物、焼き餃

子、フランクフルト、ピザ、カステラ、焼きだんご、焼きまんじゅう 、煎

餅、今川焼、ホットク、ローストナッツ 

揚げ物類 フライドポテト、コロッケ、揚げ餃子、揚げもんじゃ、フライ、ゼリ ーフ

ライ、空揚げ、みそポテト、天ぷら、揚げドーナツ、揚げまんじゅう 、カ

レーパン、チュロス、揚げパン、ドッグ 

蒸し物・ゆで物類 野菜類の蒸し物、野菜類のゆで物、みそ田楽、蒸し餃子、水餃子、

蒸しまんじゅう 、蒸ししゅう まい、 

たこ焼き・お好み焼き類 たこ焼き、お好み焼き、もんじゃ焼き、チヂミ  

麺類 ラーメン、かけそば、かけう どん、焼きそば、焼う どん 

あめ類 べっこう あめ、果実あめ、カルメ焼き 

ポン菓子 ポン菓子 

ポップコーン ポップコーン 

かき氷 かき氷 

果実チョコ 果実チョコ 

  



様式 

臨 時 出 店 届 

 

 年 月 日 

（宛先） 

埼玉県   保健所長 

 

届出者  住所又は主たる事務所所在地     

氏名又は名称及び代表者氏名     

電話     

メール 

 

下記のとおり行事の開催に伴い、臨時出店するので届け出ます。 

 

記 

 

行 事 名 称  

行 事 の 目 的 
   

 

行 事 主 催 者 

住所 

氏名 

電話 

メール 

行 事 の 期 間 
    年   月   日 ～   月   日 

    時 ～    時 

開 催 場 所  

出 店 者 状 況 

出店者は次の１，２の要件をすべて満たしていますか。（自動車又は

屋台・露店の営業許可を有している出店者を除く）はい ・ いいえ 

１ 年間の出店が８日以内かつ４行事以内である 

２ 同一行事における出店が３日以内である 

※他の催事における出店日数、回数を含む 

 

すべての出店者が別添の注意事項を遵守できますか。 

                      はい ・ いいえ 

添 付 書 類 臨時出店一覧表 

 



 

 

臨時出店における注意事項 
 

１ 臨時出店において製造、加工又は調理できる食品は、衛生上原則別表に掲げるものとしている。その他、

次の点についても留意する。 

（１）生もの（刺身等）を含まないものであること。 

（２）臨時出店する場所において、原材料の下処理及び仕込み等を行わないものであること。 

   なお、原材料の下処理及び仕込み等を行う場合は、営業許可を受けた施設又は清潔な調理・加工施設

で行い、かつ、臨時出店における調理直前まで温度管理がなされたものであること。 

（３）客への提供直前に加熱工程を有するものであること。ただし、かき氷、果実チョコ等のいわゆるトッ

ピング行為はこの限りでない。 

（４）使用する氷は水道事業等により供給される水又は飲用に適する水（原則として水道水とする。以下同

じ。）を用いて製氷されたものであること。 

２ 出店者の中で別表に掲げる食品以外を製造・加工又は調理する場合には、その工程をよく保健所に相談

し衛生上の問題発生を防止する。 

３ 出店者は、臨時出店において単に食品を仕入れて盛り付け等調理行為を行わず提供する場合にあっては、

次の事項に留意する。 

（１）食品衛生法第五十五条に基づく許可を受けた、又は第五十七条に基づく届出をした施設で製造された

ものであること。 

 ※ 食品衛生法第五十五条 

   公衆衛生に与える影響が著しいものとして政令で定められた営業を営もうとする者は、都道府県知事

の許可を受けなければならない。 

   食品衛生法第五十七条 

   食品衛生法第五十五条の許可を要する営業及び公衆衛生に与える影響が少ないとして政令で定められ

た営業等を除き、営業を営もうとする者は都道府県知事に届け出なければならない。 

（２）衛生上支障がない場合を除き、容器包装に入れられたものであること。 

（３）適正な表示がされているものであること。 

（４）表示されている賞味期限、保存方法等を遵守できるものであること。 

４ 臨時出店の届出を行った者が公衆衛生上講ずべき措置は次のとおりとする。 

（１）臨時出店場所及びその周辺は、衛生上支障のないように維持すること。 

（２）調理する場合は近くに手洗い設備を設け、手洗い設備には手指等の消毒液等を備え、常に使用できる

状態にしておくこと。 

（３）使用水は水道事業等により供給される水又は飲用に適する水であること。 

（４）廃棄物及び排水の処理は適切に行うこと。 

（５）食品及び器具又は容器包装は、常に衛生的に取扱うこと。 

（６）食品の保管は、当該食品に適した状態及び方法で行うこと。 

（７）食品の前日調理は行わないこと。 

（８）食品を取り扱う者は、清潔な衣類を着用すること。 

（９）食品を取り扱う者は、爪を短く切り食品を取扱う前及び用便後には手指等の洗浄及び消毒を行うこと。 



 

 

（10）食品を取り扱う者は、健康状態の把握に十分留意すること。また、事前に検便を実施することが望ま

しいこと。 

（11）食品を取扱う者が飲食物を介して感染するおそれのある疾病にかかったとき、又はその疾病の病原体

を保有していることが判明したとき、若しくはその疾病にかかっていることが疑われる症状を有すると

きは、食品等に直接接触する作業をしないこと。 

 

別表 

分類 食品の名称 

煮物類 おでん、煮込み、汁物、玉こんにゃく 

焼き物類 肉類の焼き物、魚介類の焼き物、焼き餅、野菜類の焼き

物、焼き餃子、フランクフルト、ピザ、カステラ、焼き

だんご、焼きまんじゅう、煎餅、今川焼、ホットク、ロ

ーストナッツ 

揚げ物類 フライドポテト、コロッケ、揚げ餃子、揚げもんじゃ、

フライ、ゼリーフライ、空揚げ、みそポテト、天ぷら、

揚げドーナツ、揚げまんじゅう、カレーパン、チュロス、

揚げパン、ドッグ 

蒸し物・ゆで物類 野菜類の蒸し物、野菜類のゆで物、みそ田楽、蒸し餃子、

水餃子、蒸しまんじゅう、蒸ししゅうまい、 

たこ焼き・お好み焼き類 たこ焼き、お好み焼き、もんじゃ焼き、チヂミ 

麺類 ラーメン、かけそば、かけうどん、焼きそば、焼うどん 

あめ類 べっこうあめ、果実あめ、カルメ焼き 

ポン菓子 ポン菓子 

ポップコーン ポップコーン 

かき氷 かき氷 

果実チョコ 果実チョコ 

 



別　添　

No 出店者（代表者） 提供する食品の品目 食品の取扱い方法 予定食数

記
入
例

埼玉地区自治会
代表　埼玉　太郎

焼きそば
○○公民館の調理室で下処理としてキャベツをカット。肉はカットされたものを購入。
当日はクーラーボックスで冷蔵して持参。
鉄板でよく炒めてパックで提供。

50食

1

2

3

4

臨時出店者一覧表
※主催者が把握している各出店者の状況をとりまとめてご記入ください。



行事に伴う食品の臨時出店について
臨時出店届の対象となる届出者、対象行事、出店者の要件が変わ
りました︕該当する行事の主催者は行事開催場所を管轄する保健
所に届け出てください。

届出者

お問い合わせは裏面の管轄の保健所へ

彩の国 埼玉県

NEW！

届出者
行事の主催者
（行事における個別出店者ではなく、主催者
が届け出てください）

対象
行事

食品の提供による営利を主目的としない一時
的に開催される祭礼、催事
例）社寺の縁日、住民祭、花見、花火大会、学園祭、

スポーツ大会、農業祭 など

出店者
の要件

同一出店者による出店が
・ 年８日以内 かつ
・ 年４行事以内 かつ
・ 同一行事における出店が３日以内
※要件を満たさない方は出店が反復継続と見なされ、

食品衛生法に基づく許可が必要になる場合があります。

※臨時出店における注意事項をよく読み、
安全安心な楽しい行事にしてください。

各保健所
連絡先

臨時出店に関する情報詳細はこちら

臨時出店
ホーム
ページ

埼玉県マスコット
「コバトン」



埼玉県庁管轄の保健所

保健所名称
電話番号 メールアドレス

担当区域
所在地

南 部 保 健 所
048 - 262 - 6111 h626111@pref.saitama.lg.jp

蕨市、戸田市
〒333 - 0842 川口市前川1 - 11 - 1

朝 霞 保 健 所
048 - 461 – 0468 j6104684@pref.saitama.lg.jp 朝霞市、志木市、和光市、新座市、

富士見市、ふじみ野市、三芳町〒351 - 0016 朝霞市青葉台1 - 10 - 5

春 日 部 保 健 所
048 - 737 - 2133 n372133@pref.saitama.lg.jp

春日部市、松伏町
〒344 - 0038 春日部市大沼1 - 76

草 加 保 健 所
048 - 999 - 5515 q2515512@pref.saitama.lg.jp

草加市、八潮市、三郷市、吉川市
〒340 - 0035 草加市西町425 - 2

鴻 巣 保 健 所
048 - 541 - 0249 m426461@pref.saitama.lg.jp

鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、伊奈町
〒365 - 0039 鴻巣市東4 - 5 - 10

東 松 山 保 健 所
0493 - 22 - 0280 s220280@pref.saitama.lg.jp 東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、

川島町、吉見町、ときがわ町、東秩父村〒355 - 0037 東松山市若松町2 - 6 - 45

坂 戸 保 健 所
049 - 283 - 7815 r8378151@pref.saitama.lg.jp 坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、

鳩山町〒350 - 0212 坂戸市石井2327 - 1

狭 山 保 健 所
04 - 2941 - 6535 f546212@pref.saitama.lg.jp

所沢市、飯能市、狭山市、入間市、日高市
〒350 - 1324 狭山市稲荷山2 - 16 - 1

加 須 保 健 所
0480 - 61 - 1216 g611216@pref.saitama.lg.jp

行田市、加須市、羽生市
〒347 - 0031 加須市南町5 - 15

幸 手 保 健 所
0480 - 42 - 1101 g4211013@pref.saitama.lg.jp 久喜市、蓮田市、幸手市、白岡市、宮代町、

杉戸町〒340 - 0115 幸手市中1 - 16 - 4

熊 谷 保 健 所
048 - 523 - 2811 k232811@pref.saitama.lg.jp

熊谷市、深谷市、寄居町
〒360 - 0031 熊谷市末広3 - 9 - 1

本 庄 保 健 所
0495 - 22 - 6481 u226481@pref.saitama.lg.jp

本庄市、美里町、神川町、上里町
〒367 - 0047 本庄市前原1 - 8 - 12

秩 父 保 健 所
0494 - 22 - 3824 t2238244@pref.saitama.lg.jp 秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、

小鹿野町〒368 - 0025 秩父市桜木町8 - 18

県内政令指定都市・中核市管轄の保健所

保健所名称
電話番号 Fax番号

担当区域
所在地

さいたま市保健所
048 - 840 - 2226 048 - 840 – 2232

さいたま市
〒338 - 0013 さいたま市中央区鈴谷7-5-12

川 越 市 保 健 所
049 - 227 - 5103 049 - 224 – 2261

川越市
〒350 - 1104 川越市小ケ谷817 – 1

川 口 市 保 健 所
048 - 266 - 5557 048 - 423 – 8852

川口市
〒333 - 0842 川口市前川1 - 11 – 1

越 谷 市 保 健 所
048 - 973 - 7533 048 - 973 - 7536

越谷市
〒343 - 0023 越谷市東越谷10 - 31

※県内の保健所設置市（さいたま市、川越市、川口市、越谷市）における臨時出店に
ついては、各市のルールに基づいて取り扱われています。
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